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南さんりく斎苑指定管理者業務仕様書

　本仕様書は、南さんりく斎苑（以下「斎苑」という。）の指定管理業務を行う場合における管理の基準及び業務の範囲等を示すものです。

１　管理の基準
　　指定管理者は、募集要項「第２　管理運営の条件」に掲げる事項を遵守して斎苑の管理運営を行っていただきます。

２　指示事項
　（１）　法令等の遵守
　　　　　指定管理者は、管理業務の遂行に当たっては、次に掲げる法令等を遵守しなけれ
ばならない。なお、本指定期間中にこれらの法令等の改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
①地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
③個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）
④南さんりく斎苑設置及び管理条例（平成１９年南三陸町条例第１２号）
⑤南さんりく斎苑設置及び管理条例施行規則（平成１９年南三陸町規則第４０号）
⑥南三陸町行政手続条例（平成１７年南三陸町条例第１３号）
⑦南三陸町情報公開条例（平成１７年南三陸町条例第１２号）
⑧墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）
⑨墓地、埋葬等に関する法律施行規則（昭和２３年省令第２４号）
⑩その他関係する法令
（２）　施設の管理運営上の遵守事項
　　　　①　斎苑の管理運営を円滑に行うため、適正な人員配置を心掛けること。
　　　　②　火葬業務を始めとする各業務内容を熟知の上、善良な管理者の注意義務をもって業務遂行に努めるとともに、施設、設備の維持管理に併せて周辺環境の美観保持にも努め、適正な管理を行うこと。
　　　　③　業務中は、職務に専念し、服装（名札の着用）、言動等に十分注意し、遺族や会葬者等に不快感を与えないようにすること。
　　　　④　公平な運営を旨とし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営はしないこと。
　　　　　　また、利用者等の意見、苦情等に対しては、誠意を持って対応するとともに、速やかに町に報告すること。
　　　　⑤　業務遂行に当たって事故、第三者による被害が発生したとき、あるいはこれらの事態が予見できる場合は、適切な処置を講じるとともに、速やかに町に報告し指示を仰ぐこと。
　　　　　　また、斎苑の全部又は一部を休止する必要が生じた場合は、速やかに町に報告すること。
　　　　⑥　緊急時対応マニュアルを作成し職員を指導するとともに町に報告すること。また、緊急連絡網を町と協議の上作成すること。
　　　　⑦　防火管理者を置き、町と協議の上消防計画を作成し防火管理に努めること。
　　　　⑧　いかなる名目であっても、条例で定める額の範囲内であらかじめ町長の承認を得た斎苑利用料金以外の金品の収受等それに類する行為を行わないこと。
　　　　⑨　施設の管理運営を行うに当たり、利用上の取決め等、各種の規程等を作成する場合は、あらかじめ町と協議の上承認を得ること。
　　　　⑩　管理業務の遂行に伴って知り得た個人情報の保護については、内部のチェック体制を整備するなど必要な措置を講じること。
　　　　⑪　町内における雇用の確保及び物資の調達に心掛けるとともに、葬儀会社等との連携、協力体制に努めること。
　　　　⑫　指定管理者が指定管理業務の実施に際して作成した文書その他帳簿類は、町長が別に定める期間、適切に保管・管理すること。
（３）　指定管理者が行う業務
　　　　①　火葬に関する業務
	予約受付業務
	利用者又は町からの電話等による予約を受け付ける業務
※　予約受付業務については、休業日であっても、午前８時３０分から午後５時までは、受け付ける体制をとること。

	埋火葬許可証確認
受理業務
	　利用者から提出される埋火葬許可証の内容を確認の上受理する業務

	利用許可業務
	利用許可に係る申請書、許可証等、条例施行規則で定める様式に準じて作成し、申請書の受理及び許可証等の発行を行う業務

	利用料金徴収業務
	条例に定める額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て定めた斎苑の利用料金を利用者から徴収する業務（※適格請求書（インボイス）の発行を含む）

	炉前業務
	　棺、遺族関係者の迎入れ、告別等に関する業務

	火葬業務
	火葬炉等の運転業務を含めた火葬のための業務

	収骨業務
	遺族関係者の収骨に関する業務

	待合室業務
	　利用者による待合室の適正な利用を周知する業務

	火葬済証明（埋葬許可
証への証明）発行業務
	　火葬終了後、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、押印の上、利用者に返却する業務

	分骨証明書発行業務
	分骨証明に係る申請書及び証明書の様式を定め、申請書の受理及び証明書の発行を行う業務

	利用許可取消し業務
	条例第４条の規定に基づく利用許可の取消し等に関する業務

	利用料金返還・免除等
の業務
	条例第５条第２項及び第６条の規定に基づく利用料金の返還及び免除に関する業務


※　炉前業務、火葬業務、収骨業務等は、葬儀会社と充分協議の上、遺族等に不快感を与
えることのないよう応対すること。

　　　②　施設、設備等の維持管理に関する業務
	清掃業務
	敷地及び施設内の快適な環境を保つため、日常かつ定期的な清掃並びに廃棄物の処理収集を行うこと。
（標準的な内容は、「別紙１」のとおり）

	防火管理及び危険物管理業務
	　法令に基づく防火管理者及び危険物取扱者としての業務

	消防用設備等保守点検業務
	法令に基づく消防設備の保守点検業務
（標準的な内容は、「別紙２」のとおり）

	電気設備保安管理業務
	法令に基づく電気工作物保安管理業務
（標準的な内容は、「別紙３」のとおり）

	自動ドア点検業務
	　自動ドアの保守点検業務
（標準的な内容は、「別紙４」のとおり）

	機械警備業務
	　火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の抑止効果、事故の早期発見及び拡大防止のため、「緊急対策連絡網」及び「警備マニュアル」を作成し、町に報告するとともに実践すること。
　休業日、夜間についても機械等により警備保安を実施すること。
（標準的な内容は、「別紙５」のとおり）

	火葬炉保守点検業務
	　火葬炉の保守点検業務
（標準的な内容は、「別紙６」のとおり）

	ヒートポンプエアコン保守点検業務
	　エンジンの点検、オイル交換、フィルター清掃等の保守点検業務（標準的な内容は、「別紙７」のとおり）

	換気機器（全熱交換器）保守点検業務
	　フィルター交換等の保守点検業務
（標準的な内容は、「別紙８」のとおり）

	給水ポンプ及び受水槽保守点検業務
	　給水ポンプ及び受水槽の保守点検業務
（標準的な内容は、「別紙９」のとおり）

	汚水ポンプ保守点検業務
	汚水ポンプ及び汚水ポンプ槽の保守点検業務
（標準的な内容は、「別紙１０」のとおり）

	浄化槽保守点検及び清掃業務
	浄化槽の保守点検及び清掃業務
（標準的な内容は、「別紙１１」のとおり）

	除草、植栽管理業務
	　斎苑進入道路及び場内法面等の除草並びに場内樹木の剪定及び病害虫駆除等の管理業務
（標準的な内容は、「別紙１２」のとおり）

	除雪業務
	　降雪時における進入路及び場内の除雪業務
　特に、火葬の予定がある日の除雪については、業者に委託する等、遺族関係者が到着する前に完了するよう努めること。
（標準的な内容は、「別紙１３」のとおり）

	残骨灰処理業務
	残骨灰を収集貯蔵し、処理量等について町に報告する業務

	施設設備維持管理業務
	施設・設備の日常点検
（町が備え付ける備品等は、「別冊斎苑備品等一覧」のとおり）


※　何れの業務についても、指定開始日より対応できるように事務を進めること。
　　　③　その他町長が管理運営上必要と認める業務
	庶務業務
	　清掃、機械警備等の管理運営業務を委託する場合の契約及び各種支払い等の業務
　斎苑の運営に必要な物品の購入及び維持管理業務
　火葬簿の作成
　業務に係る必要書類の作成および保管に関する業務

	各種記録業務
	　日誌、施設・設備の点検表等の記録及び町への提出業務

	定期報告業務
	　墓地、埋葬等に関する法律第１７条に基づく町への報告及び斎苑の維持管理に係る事項の町への定期報告等の業務

	維持管理課題報告業務
	　日常業務における課題等を町に報告する業務

	火葬予定確認業務
	　予約受付台帳等を整備し、重複した予約受付や予約漏れ等がないよう日々確認する業務

	災害対応業務
	　地震、津波、台風等の災害時における対応マニュアルを作成し、町に報告するとともに、災害時に実践できるよう職員に周知する業務

	引継ぎ業務
	　新指定管理者への引継ぎ業務（火葬業務の技術指導を含むものとする。）

	その他
	　その他、斎苑の維持管理に関して町長が必要と認める業務



※　町への定期報告等については、下記のとおりとします。
　　①　月ごとの斎苑利用件数利用者及び収入状況等の報告書（翌月５日まで）
　　②　次年度の事業計画書及び収支計画書（２月末日まで）
　　③　指定管理業務に係る年度事業報告書（翌年度の４月３０日まで）
　　④　その他各種業務実施報告書（業務を実施した月の翌月５日まで。ただし、緊急を要する場合は、速やかに報告すること。）

（４）　立入検査について
　　　　町は、必要に応じて施設、物品、各種帳簿等の検査を行うことができることとします。
（５）　指定管理者と町のリスク分担
　　　　指定管理者と町のリスク分担は、原則として別紙１４「リスク分担表」のとおりです。
　　　
３　協議
　　この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、町と指定管理者が協議の上決定します。

















別紙１
清　掃　業　務　標　準　内　容

　斎苑の施設・設備及び敷地を快適な環境に保つため、「日常清掃」及び「定期清掃」等を実施すること。
　なお、回数は最小限のもので差し支えないが、常時状況を把握し、清潔な環境の維持に努めること。

１　業務実施に当たっての基本的事項
　①　遺族、会葬者その他の利用者に不快感を与えないよう、常に清潔で綺麗な状態を保つこと。
　②　作業を行うに当たっては、利用者の目に触れることのないようにするとともに、作業による雑音等が聞こえることのないよう配慮すること。また、施設の材質等に適した清掃器具及び清掃方法で行うこと。

２　日常清掃の作業内容
　　日常における作業内容は、次の表を標準とする。
	作　業　箇　所
	作　業　項　目
	周　　期
	摘　　要

	告別棟
	玄関ホール
	床除塵・水拭き及び乾拭き　フロアマット除塵
扉ガラス拭き
什器備品除塵・拭き
手すり・ガラス拭き
	１回／日
	火葬業務のある日は、開始前、終了後において確認の上、実施すること。必要に応じ随時追加して実施すること。

	
	風除室２ヶ所
	
	
	

	
	エントランスホール
	
	
	

	
	告別・炉前ホール
	
	
	

	
	前室、収骨室、通路
	
	
	

	待合棟
	待合室２ヶ所
	畳・フロア除塵・拭き
扉ガラス・木部拭き
什器備品除塵・拭き
手すり・ガラス拭き
衛生陶器洗浄
洗面台、鏡拭き
汚物入れ汚物処理
流し台拭き・厨芥処理
	
	

	
	廊　下
	
	
	

	
	トイレ
	
	
	

	
	湯沸室
	
	
	

	
	喫煙室（現在は喫煙不可）
	
	
	

	炉室棟
	炉室・操作室
	畳・フロア除塵・拭き
扉・ガラス拭き
衛生陶器洗浄
洗面台、鏡拭き
汚物入れ汚物処理
	随　時
	常時確認の上、必要に応じ実施すること。

	
	休憩室・トイレ
	
	
	

	
	職員用浴室・更衣室
	
	
	

	
	電気室・自家発電室
	
	
	

	
	ポンプ室・機械室
	
	
	


	動物炉棟
	玄関・ホール
	床除塵・水拭き
フロアマット除塵
扉ガラス拭き
什器備品除塵・拭き
手すり・ガラス拭き
	１回／日
	火葬業務のある日は開始前、終了後において確認の上、実施すること。必要に応じて随時追加して実施すること。

	
	待合ホール
	
	
	

	
	炉前・収骨ホール
	
	
	

	
	倉庫
	
	
	

	
	通路
	
	
	

	管理棟
	事務室
	床除塵・水拭き
什器備品除塵・拭き
扉ガラス拭き
	随　時
	常時確認の上、必要に応じ実施すること。

	外構
	玄関周り
	除塵・水拭き
拾い掃き
雑草除去
落ち葉処理
	
	

	
	犬走り
	
	
	

	
	駐車場・その周辺
	
	
	

	
	庭園
	
	
	



３　定期清掃の作業内容
　　定期清掃の作業内容は、次の表を標準とする。
	作　業　箇　所
	作　業　項　目
	周　期
	摘　　　要

	床
	床面ポリッシャー洗浄
その他床材に適した洗浄
	４回／年
	告別ホール・炉前ホール
エントランスホール
待合室廊下
収骨室前室・収骨室
収骨室通路
動物炉待合ホール
動物炉収骨・炉前ホール

	ガ　ラ　ス
	拭き
	４回／年
	アルミサッシ・窓ガラス
その他

	照明器具
	拭き
	１回／年
	

	空調吹き出し口
	拭き
	１回／年
	

	内壁・天井
	除塵
	１回／年
	

	そ　の　他
	除塵、拭き
	適　宜
	



　４　廃棄物の処理
　　　場内から発生した廃棄物については、指定管理者の責任において法律に準拠し処理すること。
別紙２
消防用設備等保守点検業務標準内容

　斎苑の消防設備の機能を最良の状態に保つため、電気設備技術基準、消防関係法令等に準
拠して保守点検を行うこと。

１　点検実施
　毎年、機器点検と総合点検を実施すること。

２　保守点検する設備の数量
　（１）　自動火災報知設備
	項　　　目
	規　格　等
	数　　　量

	受信機
	Ｐ型１級１０回線　壁掛型
	１台

	スポット型感知器
	差動式　２種
	２２個

	スポット型感知器
	定温式　１種　防水型
	１５個

	スポット型感知器
	定温式　特種　防水型
	５個

	スポット型感知器
	定温式　１種　防爆型
	１個

	機器収納箱
	Ｐ型１級発信機・表示灯・電鈴　内蔵
	４面

	電鈴
	
	１個



　（２）　消火器設備
	項　　　目
	規　格　等
	数　　　量

	消火器
	粉末ＡＢＣ（３．０ｋｇ）
	１２本



　（３）　誘導灯・誘導標識板設備
	項　　　目
	規　格　等
	数　　　量

	誘導灯
	避難口
	５台

	誘導標識
	避難口
	１７枚

	誘導標識
	通路
	１枚



３　保守点検実施者
　　業務の実施者は、消防設備士又は自治大臣が認める資格（消防設備点検資格者）を有す
　る者に行わせること。

４　業務内容
　　保守点検業務に当たっては、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告
書に添付する点検票の様式（昭和５０年１０月１６日付号外消防庁告示第１４号）」により
実施させるものとする。
５　保守点検の留意点
　（１）　保守点検の作業日、手順及び方法について、あらかじめ協議を行い、火葬業務が行われない日又は時間帯に点検を行わせること。
　（２）　保守点検実施者が設備機器の故障又は点検作業等のため、設備の一部又は全部の機能を停止しようとする場合、若しくは停止した場合は、直ちにその報告をさせること。
　（３）　保守点検中は、火災発生の信号があるかもしれないことを念頭において業務を実施させること。

６　その他
　（１）　保守点検、調整及び試験等の作業に必要な測定機器、工具及びその他の消耗品材料は、保守点検実施者の負担とすること。
　（２）　設備機器の常備品及び予備品に不足があるときは補充し、不良のものは取り替えさせること。
　（３）　故障機器の取替修理は、軽易なものを除き別に発注するものとする。
　（４）　保守点検は、職員立会いのもとに行い、消防関係機関の検査のときは、保守点検実施者に立ち会わせること。

７　報告書
　（１）　保守点検報告書の様式は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等の種類及び点検の内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式（昭和５０年４月１日付号外消防庁告示第３号）」及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式（昭和５０年１０月１６日付号外消防庁告示第１４号）」に定められたものを提出させること。
　（２）　保守点検の結果、消防設備等の改善、改修を要する箇所がある場合は、前記の報告書と併せ、その一覧を任意様式により提出させること。
　（３）　保守点検完了後、報告書を１部（消防署への３年に一度の報告の年は２部）作成させ３年間保存すること。











別紙３

電気設備保安管理業務標準内容

　斎苑の自家用電気工作物の機能を維持するための保守・点検に関する標準的な基準は、
次のとおりとする。
　この標準内容に定めのないものについては、関係法令に従って維持管理に当たるものとす
る。

１　対象設備
　自家用電気工作物
　　設備容量　　２００ＫＶＡ
　　予備発容量　　４３ＫＶＡ


２　業務内容
（１）　定期点検（月次点検及び年次点検）、臨時点検（事故発生時等必要の都度実施）
　　　を実施し、巡視点検測定及び試験の結果、不良箇所があるときは必要な指導及び
　　　助言を受けること。
（２）　電気工作物の事故発生の場合は、応急措置等の指導を受けるとともに、事故原因の究明に協力を受け、再発防止対策の指導を受け、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第１０６条の規定に基づく電気関係報告規定に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指導を受けること。
（３）　電気関係法令に基づく立入検査の立会を受けること。














別紙４

自動ドア点検業務標準内容

　斎苑の自動ドアの機能を常に正常な状態に保つため、年3回の保守点検を実施するととも
に、保守契約を締結し、補修等に要する経費の削減を図ること。

１　設備の内容
　　二重引分型自動ドア（ステンレス製）　　４箇所
　　二重引分型自動ドア（木製）　　　　　　１箇所
　　引分型自動ドア（木製）　　　　　　　　１箇所


２　保守点検の対象
　（１）　駆動装置　　　ドアエンジン本体
　（２）　制御装置　　　コントロール基盤
　（３）　検出装置　　　センサー、スイッチ等
　（４）　連結装置　　　レール、戸車、消耗部品等


３　保守点検の内容
　（１）　点検・調整　　　エンジン内部の点検・調整
　（２）　取付調整　　　　ボルト類・レールの緩み、ガタ点検
　（３）　動作試験　　　　センサーの動作試験
　（４）　消耗部品交換　　可動部品（吊車、ベルト等）の交換













別紙５

機械警備業務標準内容

　斎苑の休業日、夜間における火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の抑止効果、事故の早期
発見及び拡大防止のため、指定管理者が警備業務受託者と業務委託契約により行う場合の標
準内容は次のとおりとする。


１　警備機器の設置等
　（１）　指定管理者は、警備業務に必要な警報機及び付帯する一切の装置を警備業務受注者の負担で設置させるものとする。
　（２）　指定管理者は、業務委託終了時における装置の撤去について、警備業務受託者の負担で行わせるものとする。
　（３）　警報機等の設置予定箇所には、あらかじめ配線用の配管を施工してあることから、配線図（警報装置配置図）を参照のうえ行うこと。

２　機械警備の実施時間
　（１）　警備の開始は、指定管理者が退場する際に装置をセットした時からとする。
　　　　　また、入場し装置を解除した時点で終了とする。
　（２）　火災警備は終日とする。

３　事故発生時の対応
　　指定管理者は、警備業務受託者に次のとおり対応させるものとする。
　（１）　火災発生時
　　　　　警備業務受託者は、休業日、夜間に火災発生を受信したときは、消防機関へ通報するとともに、速やかに警備員を急行させ適切な処置を講じ、指定管理者及び町に連絡すること。（指定管理者は、緊急対策連絡網を作成しておくこと。）
　（２）　盗難、破壊等発生時
　　　　　警備業務受託者は、休業日、夜間に盗難、破壊等を受信したときは、直ちに警察機関へ通報するとともに、速やかに警備員を急行させ、その状況により指定管理者及び町に連絡すること。

４　鍵等の貸与
　　指定管理者は、警備業務受託者に鍵及びキーカード等を貸与するものとし、その管理義
務を負わせ、目的外使用及び第三者への貸与、譲渡を禁じること。


別紙６

火葬炉保守点検業務標準内容

　斎苑の火葬炉の機能を常に適正な状態に保つため、当該業務は火葬炉設備納入メーカーで
ある「株式会社宮本工業所」による年1回の保守点検を実施するとともに、サービスマンによる年4回以上の定期的な巡回を受けること。

　保守点検の内容
（１）　火葬炉設備点検
　　　　火葬炉関係耐火物の点検（煉瓦、セラミック、金物等）
（２）　燃焼設備点検
　　　　燃焼機器と付随する制御機器・計器・電気設備の点検
（３）　排気装置点検
　　　　排気装置と付随する制御機器・計器・電気設備の点検























別紙７

ヒートポンプエアコン保守点検業務標準内容

　斎苑の空冷ヒートポンプエアコンの機能を常に適正な状態に保つため、年1回の保守点検
を実施すること。

１　空冷ヒートポンプエアコンの形式及び数量
	形　　式
	能　　力
	数　　量
	備　　考

	ビル型マルチ型（20HP）
	冷房　56.0KW　暖房　63.0KW
	２　台
	室内機１３台

	天井ビルトイン型
	冷房　16.0KW　暖房　18.0KW
	１　台
	

	天井カセット型
	冷房　3.6KW　 暖房　 4.0KW
	３　台
	

	ルームエアコン
	冷房　2.2KW　 暖房　 2.5KW
	２　台
	

	スポットエアコン
	冷房　9.0KW
	１　台
	



２　点検項目及び点検内容
	項　　　　　目
	点　検　内　容
	備　　　　　考

	空冷ヒートポンプエアコン
	ケーシング外観の点検
	

	
	ケーシングの振動の点検
	

	
	モートルの異常振動
	

	
	冷媒漏れの確認
	

	
	エアーフィルターの清掃
	

	
	絶縁抵抗の確認
	

	
	電圧確認
	

	
	運転状態の確認
	

	
	外観点検清掃
	









別紙８

換気機器（全熱交換器）保守点検業務標準内容

　斎苑の換気機器（全熱交換器）の機能を常に適正な状態に保つため、年1回の保守点検を
実施すること。

１　換気機器（全熱交換器）の型式・能力及び数量
	型　　式
	能　　力
	数　　量

	天井隠蔽型
	250φ×780m3／h×120Pa
	２台

	天井隠蔽型
	250φ×800m3／h×120Pa
	２台

	天井カセット型
	150φ×100m3／h×40Pa
	２台

	壁掛型
	100m3／h
	１台

	壁掛型
	70m3
	１台



２　点検項目及び点検内容
	項　　　　　目
	点　検　内　容
	備　　　　　考

	換　気　機　器
（全熱交換器）
	送風機の汚れ点検
	

	
	軸受けの点検
	

	
	異音・振動の確認
	

	
	電動機の絶縁確認
	

	
	エレメントの汚れ点検
	

	
	ケーシングの腐食点検
	

	
	パネルの腐食点検
	

	
	内貼り材の劣化点検
	

	
	スイッチの動作確認
	

	
	フィルターの汚れ点検
	

	
	電源及び制御電源の確認
	

	
	発停確認
	

	
	外観点検清掃
	




別紙９

給水ポンプ及び受水槽保守点検業務標準内容

　斎苑の給水ポンプユニット及び受水槽の機能を常に適正な状態に保つため、年1回の保守
点検を実施すること。

１　給水ポンプユニット及び受水槽の型式及び数量
	型　　　式
	能　　　力
	数　　量
	備　　考

	定圧給水交互並列運転
	170L／min×200Pa
	１
	給水ポンプユニット

	ＦＲＰ製複合板
	1.0×1.0×1.5H
	１
	受水槽



２　点検項目及び点検内容
	項　　　目
	点　検　内　容
	備　　　考

	定格給水交互並列運転
	軸継手部の漏水等の目視での確認
	

	
	電圧確認
	

	
	運転状態の確認
	

	
	制御盤内の各制御スイッチの動作確認
	

	
	外観点検
	

	ＦＲＰ製複合板
	受水槽内の点検清掃
	

	
	清掃後の水質検査
	

	
	外観点検
	











別紙１０

汚水ポンプ及び汚水ポンプ槽保守点検業務標準内容

　斎苑の汚水ポンプ及び汚水ポンプ槽の機能を常に適正な状態に保つため、年1回の保守点
検を実施すること。

１　汚水ポンプ及び汚水ポンプ槽の型式及び数量
	型　　　式
	能　　　力
	数　　　量
	備　　　考

	汚水ポンプ
	50φ×70L×12m（自動交互運）
	１台
	樹脂製

	汚水ポンプ槽
	1200φ×1150H
	１個
	人孔桝



２　点検項目及び点検内容
	項　　　目
	点　検　内　容
	備　　　考

	汚水ポンプ
	電源、電圧の確認
	

	
	水面制御（ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ）の確認
	

	
	満水警報盤の確認
	

	
	モートルの異常振動
	

	
	着脱装置の点検
	

	
	ガイドパイプの点検
	

	
	運転音及び運転状態の確認
	

	汚水ポンプ槽
	ポンプ槽内部の点検清掃
	











別紙１１

浄化槽保守点検及び清掃業務標準内容

　斎苑の浄化槽の機能を常に適正な状態に保つため、法令に基づき保守点検及び清掃を実施
する。また、法令に基づく定期検査を受けること。

１　浄化槽の型式及び数量
	型　　　式
	能　　　力
	処　理　方　式
	数　　　量
	備　　　考

	合併処理浄化槽
	１０人槽
	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環方式
	１基
	



２　保守点検について

　　浄化槽法第１０条第１項及び浄化槽法施行規則第６条第２項の規定により、年３回以上
保守点検を実施すること。
保守点検については、浄化槽法施行規則第２条に規定する保守点検の技術上の基準によ
り実施すること。

３　清掃について
　　
　　浄化槽法第９条及び第１０条第１項の規定により、年１回以上清掃を実施する。清掃に
ついては、法施行規則第３条に定める清掃の技術上の基準により実施すること。

４　定期点検について

　　浄化槽法第１１条の規定により、年１回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受け
ること。









別紙１２

除草、植栽管理業務標準内容

　斎苑の良好な環境と景観を保持するため、除草、植栽管理業務を実施するものとし、その
標準的な内容は、次のとおりとする。

１　除草業務
	業務箇所
	業務内容
	実施回数

	進入道路
（一般県道志津川登米
線との交差点から場内）
	路肩・法尻の除草及び刈り取った草の処分
（法律に則って適正に処分すること。）
	３回／年

	斎苑の敷地内
	法面等の除草及び刈り取った草の処分
(法律に則って適正に処分すること。)
	３回／年



２　植栽管理業務
	業務箇所
	業務内容
	実施回数

	庭園及び敷地内樹木
	
　庭園及び敷地内樹木の剪定及び施肥、病害虫の駆除並びに庭園内等の草取り
（法律に則って適正に処分すること。）

	２回／年


















別紙１３

除　雪　業　務　標　準　内　容

　斎苑内での事故等を防止及び利用者の利便に配慮するため、降雪時における除雪業務を実
施するものとし、その標準的な内容は、次のとおりとする。

　除雪業務
	業務箇所
	業務内容
	実施回数

	進入道路
（一般県道志津川登米
線との交差点から場内）
場内舗装部分
	

　除雪及び融雪剤の散布作業
　※　特に、火葬が予定されている日については、バス等の大型車両の通行に支障をきたす恐れがあるので、遺族や会葬者が到着する前に完了すること。


	随　　時





















別紙１４
指定管理者と町とのリスク分担
　　指定管理者と町のリスク分担は、原則として次のとおりとする
	段階
	種　　類
	内　　容
	負担者

	
	
	
	町
	指　定管理者

	共通
	物価変動
	物価変動による経費の増加
	協議事項

	
	金利変動
	金利変動による経費の増加
	
	○

	
	法令変更
	施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更
	○
	

	
	
	指定管理者に影響を及ぼす法令変更
	
	○

	
	税制変更
	施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更
	○
	

	
	
	上記以外の一般的な税制変更
	
	○

	
	施策による事業内容変更
	施策により、指定管理業務の変更を余儀なくされた場合の経費の増加
	○
	

	
	不可抗力
	自然災害その他南三陸町又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による復旧費用
	協議事項

	申請段階
	申請コスト
	申請費用の負担
	
	○

	
	資金調達
	必要な資金の確保
	
	○

	
	書類の誤り
	仕様書等、町が作成した書類に関すること
	○
	

	
	
	申請書等、指定管理者が作成した書類に関すること
	
	○

	運営段階
	施設・設備の損傷に係る工事及び修繕
	施設・設備の設計又は構造上の原因によるもの
	○
	

	
	
	管理上の瑕疵によるもの
	
	○

	
	
	上記以外で経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できないもの等
	協議事項

	
	セキュリティ
	指定管理者の警備不備によるもの
	
	○

	
	保険加入
	施設賠償責任保険
	
	○

	
	
	火災保険
	○
	

	
	第三者への賠償
	指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの
	
	○

	
	
	上記以外の事由により損害を与えた場合
	協議事項

	
	運営リスク
	管理上の瑕疵による臨時休業等に伴う運営リスク
	
	○

	
	
	施設、設備の不備や火災等の事故による臨時休業等に伴う運営リスク
	協議事項

	
	事前準備の費用
	指定管理業務の期間の開始前における事前準備、引継ぎに要する費用
	
	○

	
	指定管理期間終了時の費用
	指定期間が終了した場合又は指定期間中途に業務を廃止した場合における事業者の撤収費用及び業務引継ぎに要する費用
	
	○
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